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浪江町除染工事に係る
同意取得支援業務（その２）が始まります

事前調査（実施済）
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仮
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取
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取
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仮
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除染は、町民の皆さんの大切な建物や土地に対して作業を行うものです。そのため除染作業の
前に所有者様へ十分な説明を行い、作業への同意をいただく必要があります。

対象行政区 川添北・上ノ原・川添南・田尻・小野田・谷津田・立野上・立野中・加倉・苅宿行政区

開 始 時 期
平成26年９月上旬から、川添北・上ノ原・川添南・田尻・小野田・谷津田・立
野上・立野中・加倉・苅宿行政区の順で書類を郵送します。

業 務 内 容
・事前調査業務の結果のお知らせ
・同意取得に関する説明方法の意向調査
・本格除染に係る説明方法の意向確認および日程の調整並びに除染作業への同
　意取得

請 負 業 者 いであ株式会社
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